
申請提出書類一覧（小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護） 
 【提出書類の体裁】 

・提出書類は、Ａ４サイズで作成し、１冊のファイル（２穴）に綴り提出してください。（できるだけホチキス止めしない） 

（ただし、所定様式や縮小が難しい図面等はＡ３をＡ４サイズに折り込んでください） 

No. 提出書類の名称 提出書類の説明 

１ 指定申請書 記載内容は、各添付書類と一致させてください。 

２ 

小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所の指定等に係

る記載事項 

記載内容は、各添付書類と一致させてください。 

３ 領収証書等の写し 納付書により金融機関で納入し領収印の押印等されたもの 

４ 申請者の法人登記事項証明書又は条例等 

・法人登記事項証明書の場合は、原本提出（発行は３か月

以内のもの）。 

・条例にあっては、公報の写し。 

５ 事業所の位置図 
全体的な地図（広域図）及び近隣の住宅地図などに、事業所

の所在地を分かりやすく明示してください。 

６ 事業所の配置図、平面図及び求積図 

①平面図：各室の用途（設備名称）を明記のうえ、備品等の

配置状況を含めて記載してください。 

・居間・食堂、台所、宿泊室、相談室・会議室 

・浴室、洗面設備、便所、汚物処理室 

・事務室（事務机・個人情報を保管する鍵付書庫など） 
（・洗濯場、収納、更衣室・職員休憩室） 

・その他必要な設備 

②求積図：上記のうち設備基準上の区画について、面積の

分かる図面（算出根拠含む）等を提出してください。 

７ 事業所の設備等に係る項目一覧表 

事業所内の設備の実態について記載してください。 

・常夜灯（設置状況等） 

・非常災害設備（自動火災報知設備、消防機関への通報装

置、スプリンクラー設備、消火器等） 

・基準上の設備（手すり、ナースコール等の設置状況など） 

・送迎車両（車いす搭載） など 

８ 消防用設備等検査済証の写し 申請事業所に係る消防法の規定による「検査済証」の写し 

９ 事業所の部屋別施設一覧表 

・基準で必要な設備について、各階ごとに記載してください。 

・平面図及び求積図の記載内容と部屋数、部屋種類及び面

積を一致させてください。 

１０ 建築確認申請書・検査済証の写し 
・建築基準法の規定による「確認申請書（建築物）」の写し 

・建築基準法の規定による「検査済証（建築）」の写し 

１１ 事業開始時の利用者の推定数算出書 開始後１年間の利用者推定数を、月単位で算出してください。 

１２ 管理者の経歴書 

「管理する事業所又は施設」欄には、申請する事業所名を記

入してください。（同一敷地内の他の事業所の管理者も兼務

する場合は、兼務事業所名も記載してください。） 

「備考」欄には、当該事業に関係する研修（認知症介護実践

研修等及び認知症対応型サービス事業管理者研修等）の受

講状況などを記載してください。 

１３ 介護支援専門員就労状況表 就業開始年月日＝「指定予定年月日」としてください。 

 
 



No. 提出書類の名称 提出書類の説明 

１４ 運営規程 

次の内容を、具体的に分かりやすく定めてください。 

・事業の目的及び運営の方針 

・従業者の職種、員数及び職務の内容 

・営業日及び営業時間 

・登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員 

・事業の内容及び利用料その他の費用の額 

・通常の事業の実施地域 

・サービス利用に当たっての留意事項 

・緊急時等における対応方法 

・非常災害対策 

・虐待防止のための措置に関する事項 

・その他運営に関する重要事項（事故発生時の対応、衛生

管理、記録の整備など） 

１５ 
利用者からの苦情を処理するために講ずる

措置の概要 

・利用者等に対する常設の相談窓口・担当者の設置 

・連絡先や受付時間を明記し、事業所における苦情処理の

体制及び手順等を具体的に分かりやすく記載してください。 

１６ 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 

・人員基準で定められている職種の従業者について、勤務すべ

き時間数などを「指定予定月４週間分」で作成してください。 

・「備考」欄には当該サービス以外で従事している事業所名・サ

ービス・職種などの兼務状況について記載してください。 

１７ 従業者の資格を証する書類 

下記の職種について資格証等の写しを添付してください。 

・開設者＝認知症対応型サービス事業開設者研修等 

・管理者＝認知症介護実践研修等及び認知症対応型サービ

ス事業管理者研修等 

・介護支援専門員＝介護支援専門員証、認知症介護実践研

修等及び小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

・看護職員＝看護師又は准看護師免許証 

・介護従業者（※） 

→資格証等に記載する氏名が、現在の氏名と異なる場合

は、変わったことがわかる「戸籍抄本」など公的な証明書を

添付してください。（写しも可） 

１８ 協力医療機関等との契約書の写し 

次の内容が明記された契約書等の写しを添付してください。 

・医療機関の名称／診療科名 

・利用者の容体が急変した場合や緊急時、その他必要な場

合に連絡を行う内容等 

（歯科についても定めることが望ましい） 

（緊急時に速やかに対応できるよう、事業所から近距離にあ

ることが望ましい） 

１９ 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護医療院、病院等との連携体制及び支援体

制の概要 

次の内容が明記された契約書や協定書等の写しを添付して

ください。 

・施設等の名称／サービス種別 

・サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等

のための連携及び支援の体制の概要 

２０ 運営推進会議の構成員 

下記の区分の構成員を全て確保してください。 

・利用者／利用者の家族／地域住民の代表者 

・市の職員又は事業所が所在する地域を管轄する地域包括

支援センターの職員 

・小規模多機能型居宅介護等について知見を有する者 

２１ 
体制等届出書 

（介護給付費算定に係る体制等届出書） 

事業所の体制に係る介護給付費の加算状況等。 

（→内容に応じ、別途添付書類が必要な場合があります。） 



 

No. 提出書類の名称 提出書類の説明 

２２ 事業所の建物の登記事項証明書等 

・法人の自己所有の場合→事業所建物の「登記事項証明書

（所有権保存登記済のもの）の原本」。 

・法人の自己所有ではない場合↓ 

① (建物)登記事項証明書（所有権保存登記済のもの）の

原本」及び 

②「賃貸借契約書の写し」など使用権原を証する書類。 

・所在地が住居表示実施済である場合→住居表示証明書 

２３ 
事業所の敷地（土地）の登記事項証明書 

及び公図 

・事業所建物が所在する敷地（土地）全ての登記事項証明書

（全部事項証明書）の原本 

・法人の自己所有ではない場合↓ 

上記証明書及び「賃貸借契約書の写し」など使用権原を証

する書類。（建物貸主と同一人である場合→不要。） 

・建物所在地に係る公図（法務局発行の証明書原本） 

２４ 誓約書 誓約が必要な対象者は、法人の「代表者」です。 

２５ サービス利用に係る契約書 利用者とのサービス利用契約書 

２６ 重要事項説明書 利用者との契約に係る重要事項説明書 

２７ 個人情報の使用に関する同意書 
・個人情報使用に関する利用者からの同意 

・（「契約書」または「重要事項説明書」に含む場合）→提出不要 

２８ 
掲示物 

（事業所内の見やすい所に掲示するもの） 

次の内容を具体的に分かりやすく記載（掲出）してください。 

・運営規程の概要／従業者の勤務体制 

・協力病院、バックアップ施設／利用料／秘密の保持 

・事故発生時の対応／苦情処理の体制 

２９ サービス提供に関する諸様式 

①居宅（介護予防）サービス計画の様式 

②（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画の様式 

③サービス提供記録等の様式 

④業務日誌の様式 

⑤請求・領収書の様式（費用区分の明記、保険適用内・外） 

⑥運営推進会議の会議録等の様式 

※この介護保険法の「（介護予防）小規模多機能型居宅介護」指定申請を行う際には、老人福祉法の届出（老人居

宅生活支援事業開始届）も別途提出が必要です。 

※看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援

助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程 1 級課程・2 級課程修了者、社会

福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄

養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等。これらの資格を有しない採用後 1 年以上の職員は、認知症介護

に係る基礎的な研修の修了証書を提出してください。 

 


